
号

外

二�
令

和

五

年

三

月
三
十
一
日

指
定
納
付

受
託
者
に

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税

の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

税

務

課)

二

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
の
三
の
見
出
し
中

｢

指
定
代
理
納
付
者｣

を

｢

指
定
納
付
受
託
者｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項｣

を｢

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
五
第
一
項｣

に
、｢

指
定
代
理
納

付
者｣

を｢

指
定
納
付
受
託
者｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
四
中｢

第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項｣

を｢

第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
中｢

第
五
十
九
条
第
一
項｣

を｢

第
五
十
九
条｣

に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
中｢

第
七
十
三
条
の
十
八
第
三
項｣

を｢

第
七
十
三
条
の
十
八
第
四
項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

附
則
第
七
条
の
四
第
三
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項｣

を｢
附
則
第
七
条
の
四
第
三
項
又
は
第
五
項｣

に
、｢

附
則
第
七
条
の
四
第
一
項
、
第
五
項
又
は
第
七

項｣
を｢
附
則
第
七
条
の
四
第
二
項
又
は
第
四
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三

項
中｢
附
則
第
七
条
の
四
第
三
項
、
第
六
項
又
は
第
八
項｣

を｢

附
則
第
七
条
の
四
第
三
項
又
は
第
五

項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

｢

｢

( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日



第
二
十
号
様
式
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

第
九
十
三
号
様
式
中｢第

73条
の
18第
３
項
｣

を｢第
73条
の
18第
４
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例
施

行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
二
号

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )２

枚 枚

円 円

指
定
代
理

納
付

枚

(該
当
す
る
場
合
は
□
に
レ
を
記
入
)

□
租
税
特
別
措
置
法
第
10条
第
８
項
第
６
号
に
規

□
租
税
特
別
措
置
法
第
42条
の
４
第
19項
第
７
号

円
地
方
税

共
同
機
構

よ
る
納
付

業
者
小
企
業

定
す
る
中
小
事
業
者

に
規
定
す
る
中
小
企
業

(該
当
す
る
場
合
は
□
に
レ
を
記
入
)

□
租
税
特
別
措
置
法
第
10条
第
８
項
第
６
号
に
規
定
す
る
中
小
事

□
租
税
特
別
措
置
法
第
42条
の
４
第
19項
第
７
号
に
規
定
す
る
中

者
□
法
人
税
法
第
66条
第
６
項
に
規
定
す
る
中
小
通
算
法
人

者



る
。附

則
第
三
項
中｢

附
則
第
七
条
の
四
第
二
項
、
第
三
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項｣

を｢

附
則
第

七
条
の
四
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
一
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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別
記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
三
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



別
記
第
百
八
十
三
号
様
式
そ
の
一
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )６



別
記
第
百
八
十
三
号
の
二
様
式
そ
の
一
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



｢
別
記
第
百
九
十
三
号
様
式
中

｢を

｣に
改
め
る
。

｣

別
記
第
百
九
十
七
号
様
式
及
び
別
記
第
二
百
一
号
様
式
表
面
中｢(40)｣

を｢(46)｣

に
、｢(48)｣

｢

を｢(54)｣

に
、

｢を

｣に
、｢(35)｣
を｢(41)｣

に
、｢(36)｣

を｢(42)｣

に
、｢(37)｣

を｢(43)｣

に
、｢(38)｣

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )８

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

合
計

に
掲
げ
る
事
業

第
１
項
第
４
号

法
第
72条
の
２

に
掲
げ
る
事
業

第
１
項
第
３
号

法
第
72条
の
２

合
計

に
掲
げ
る
事
業

第
１
項
第
３
号

法
第
72条
の
２収
入
割
額

資
本
割
額

付
加
価
値
割
額

収
入
割
額

資
本
割
額

付
加
価
値
割
額

所
得
割
額

収
入
割
額

資
本
割
額

付
加
価
値
割
額

所
得
割
額

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

＋
(39)

(40)

(39)

(38)

(37)

(36)

(35)

(34) (34)計
(18)＋

(19)＋
(21)＋

(23)＋
(25)＋

(27)＋
(29)＋

(31)＋
(33)＋

(35)＋
(37)

法
第
第
四
七
号
十
に
二
掲
条
げ
の
る
二
事
第
業
一項

計
(18)＋

(19)＋
(21)＋

(23)＋
(25)＋

(27)＋
(29)＋

(31)＋
(33)

収
入
金
額

収
入
金
額
の
総
額

資
本
金
等
の
額

資
本
金
等
の
額
の
総
額

付
加
価
値
額

付
加
価
値
額
の
総
額



｣を｢(44)｣
に
、｢(39)｣

を｢(45)｣

に
、｢(34)－

｣

を｢(40)－
｣

に
、｢(41)｣

を｢(47)｣

に
、｢(42)｣

を｢(48)｣

に
、｢(43)｣

を｢(49)｣

に
、｢(44)｣

を｢(50)｣

に
、｢(45)｣

を

｢(51)｣

に
、｢(46)｣
を｢(52)｣

に
、｢(47)｣

を｢(53)｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
一
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


